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新潟県柏崎市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請要領 

 

令和 7（2025）年 1 月 

柏崎市財務部契約検査課 

 

令和 7（2025）・8（2026）年度において、柏崎市及び柏崎市上下水道局が行う建設工事

に係る測量、調査及び建設コンサルタント等業務の一般競争入札、指名競争入札及び随

意契約の協議（以下、「競争入札等」といいます。）に参加を希望しようとする方は、新潟

県柏崎市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程（平成 23 年 1 月 7 日告示第 6

号）及びこの要領に定めるところにより、競争入札等に参加する者に必要な資格（以下

「参加資格」といいます。）の審査（以下「資格審査」といいます。）の申請を行ってくだ

さい。 
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１ 申請方法 
 

１ 参加資格の種類及び資格審査を申請できる方 

 

下表の「資格業務」の、それぞれの業種（部門）ごとに資格審査を受付します。資格

審査を申請できる方は、下表の「資格審査を申請できる者」の欄に掲げる方です。 

業種（部門）の詳細は、入札参加希望業種（部門）一覧（兼入力票）【第１号様式別

紙１】でご確認ください。 

資格業務 資格業務に係る業務内容 資格審査を申請できる者 

建設コンサルタント

業務 

土木建築に関する工事の設

計若しくは監理又は土木建築

に関する工事に関する調査、企

画、立案若しくは助言 

１ 建設コンサルタント登録規程（昭

和５２年４月建設省告示第７１７

号）の規定に基づき建設コンサルタ

ントについての登録を受けている

者 

２ 当該業務の営業実績を有する者 

地質調査業務 地質調査業者登録規程（昭和

５２年４月建設省告示第７１

８号）第２条第１項に規定する

地質調査 

１ 地質調査業者登録規程の規定に

基づき地質調査業者についての登

録を受けている者 

２ 当該業務の営業実績を有する者 

補償コンサルタント

業務 

補償コンサルタント登録規

程（昭和５９年９月建設省告示

第１３４１号）第２条第１項に

規定する補償業務 

１ 補償コンサルタント登録規程の

規定に基づき補償コンサルタント

についての登録を受けている者 

２ 当該業務の営業実績を有する者 

測量業務 測量法（昭和２４年法律第１

８８号）第３条に規定する測量

及び当該測量に付随する業務 

測量法の規定に基づき測量業者と

して登録を受けている者 

建築設計業務 建築物又は建築設備の設計 １ 建築士法（昭和２５年法律第２０

２号）の規定に基づき一級建築士事

務所の登録を受けている者 

２ 建築士法施行規則（昭和２５年建

設省令第３８号）の規定に基づき建

築設備士についての登録を受けて

いる者（以下「登録建築設備士」と

いう。）及び登録建築設備士を有す

る者 

３ 建築設備の設計業務の営業実績

を有する者 

土地家屋調査業務 不動産の表示に関する登記

につき必要な土地又は家屋に

関する調査、測量又は申請手続 

 土地家屋調査士法（昭和２５年法律

第２２８号）の規定に基づき土地家屋

調査士としての登録を受けている者

及び土地家屋調査士法人 

不動産鑑定評価業務  不動産の鑑定評価に関する

法律（昭和３８年法律第１５２

号）第２条第１項に規定する不

動産の鑑定評価 

 不動産の鑑定評価に関する法律の

規定に基づき不動産鑑定業者として

の登録を受けている者 

計量証明業務  計量法（平成４年法律第５１

号）第１０７条に規定する計量

計量法の規定に基づき計量証明の

事業を行う者としての登録を受けて
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証明 いる者 

調査・試験業務  雪氷、海洋、環境及び生態系

に関する調査並びに路床路盤

支持力試験（ＣＢＲ試験） 

当該業務の営業実績を有する者 

その他の業務  建設工事に係る測量、調査等

の業務であって上記の業務以

外のもの 

当該業務の営業実績を有する者 

 

 

２ 資格審査を申請することができない方 

 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４（同令第１６７条の１１第１項において準用す

る場合も含む。）第２項各号のいずれかに該当すると認められる者。また、その者を

代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様と

する。 

⑵ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者。 

⑶ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者。 

⑷ 暴力団員であると認められる者。 

⑸ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は

積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者。 

⑹ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者。 

⑺ 法人であって、その役員（その支店又は営業所の代表者を含む。⑻において同じ。）

が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの。 

⑻ 法人であって、その役員のうちに⑷から⑹までのいずれかに該当する者があるも

の。 

⑼ 柏崎市の市税、新潟県の県税、法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の

いずれかについて、滞納がある者。 

 

 

３ 参加資格の有効期間 

 

参加資格の有効期間は、令和 7（2025）年 4 月 1 日から令和 9（2027）年 3 月 31 日

までです。 

 

令和 7（2025）年 4 月 1 日以降行う随時申請の有効期間は、入札参加が認められた日

から令和 9（2027）年 3 月 31 日までです。 
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４ 提出書類 ※全ての提出書類は、押印不要です。 

 

提出書類は、下表のとおりです。申請書の様式は、柏崎市ホームページからダウンロ

ードしてください。 

（凡例） 

ア 市内本店：柏崎市内に本店を有する者 

イ 市内支店：ア以外で、柏崎市内の支店等の営業所に契約権限を委任する者 

ウ 県内本店：アイ以外で、新潟県内に本店を有する者 

エ 県内支店：ア～ウ以外で、県内の支店等の営業所に契約権限を委任する者 

オ 県外業者：ア～エ以外の者 

◎：必ず提出してください。 

△：該当がある場合、提出してください。 

×：提出する必要はありません。 

 提出書類 
ア 

市内 

支店 

イ 

市内 

支店 

ウ 

県内 

本店 

エ 

県内 

支店 

オ 

県外 

業者 

① 提出書類チェックシート（建設コンサルタント等） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

② 
建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書（兼入力票）

【第１号様式】 

 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 
・職員数は、直前の事業年度の終了の日（以下、審査基準日とい

う。）の人数を記載してください。 
     

③ 
入札参加希望業種（部門）一覧（兼入力票） 

【第１号様式別紙１】 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

④ 
入札参加希望業種（部門）実績（兼入力票） 

【第１号様式別紙２】 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

⑤ 
営業所（主たる営業所を除く）一覧表（兼入力票） 

【第２号様式】 
△ ◎ △ ◎ △ 

⑥ 技術職員調書（兼入力票）【第３号様式】 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 
・職員数は、直前の事業年度の終了の日（以下、審査基準日とい

う。）の人数を記載してください。 
     

⑦ 技術職員経歴書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

・建設コンサルタント業務、地質調査業務又は補償コンサルタ

ント業務を申請する方で、それぞれの登録規程に基づく現況報

告書を提出する方は、提出を省略することができます。 

     

⑧ 暴力団等の排除に関する誓約書【第４号様式】 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

⑨ 委任状（任意様式） △ △ △ △ △ 

 
・契約権限を支店・営業所等に委任をする場合のみ提出してく

ださい。 
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 提出書類 
ア 

市内 

支店 

イ 

市内 

支店 

ウ 

県内 

本店 

エ 

県内 

支店 

オ 

県外 

業者 

⑩ 柏崎市の納税証明書 ◎ ◎ × × × 

 ・未納税額がないことの証明。発行から 3 か月以内のもの。写し可。      

⑪ 
県内業者：新潟県の納税証明書 

県外業者：法人税又は所得税の納税証明書 
× × ◎ ◎ ◎ 

 ・未納税額がないことの証明。発行から 3 か月以内のもの。写し可。      

⑫ 消費税及び地方消費税の納税証明書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 ・未納税額がないことの証明。発行から 3 か月以内のもの。写し可。      

⑬ 登録を受けていることを証する書面 △ △ △ △ △ 

 

・以下の業種を希望する場合 

 

業種 提出書類 

建設コンサルタント業務 

地質調査業務 

補償コンサルタント業務 

登録規程に基づく登録を受

けている部門について申請す

る方は、国土交通大臣の確認

を受けた現況報告書又は登録

証明書（いずれも写し可） 

測量業務 登録証明書の写し 

建築設計業務（一級建築設計） 一級建築士事務所の登録証明

書の写し 

建築設計業務（建築設備設計） 建築設備士の登録証明書の写

し（実績により申請する場合

を除く） 

土地家屋調査業務 

不動産菅恵智評価業務 

計量証明業務 

それぞれの登録証明書等の写

し 

 

     

⑭ 営業実績があることを証する書面 △ △ △ △ △ 

 

・以下の業種を希望する場合 

調査・試験業務 

その他の業務 

・以下の業種を希望するが、⑬の登録が無い場合 

建設コンサルタント業務 

地質調査業務 

補償コンサルタント業務 

建築設備設計業務 

 

当該業務の実績の中から、それぞれ 2 件程度契約書の写し

を提出してください。契約書からは業務内容が明確でない場

合は、業務内容のわかる仕様書等も添付してください。 

その際、どの部門に関する書類か分かるようインデックス

等を付けてください。 
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５ 申請の方法 ※申請は、オンライン申請・書面による申請のどちらも受付します。 

 

⑴ 申請期間  

・定期申請 令和 7（2025）年 2 月 3 日（月）から 2 月 28 日（金）まで 

※ 郵送の場合は、2 月 28 日（金）の消印有効とします。 

 

・随時申請 令和 7（2025）年 4 月 1 日（火）から開始します。 

※ いずれも土曜日、日曜日、祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時まで

（正午から午後 1 時までを除く） 

※ 随時申請の場合、年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの間）は

受け付けていません。 

 

⑵ 書面による提出の場合 

ア 申請書の取得方法 

柏崎市ホームページからダウンロードしてください。 

イ 提出部数：１部 

・「４ 提出書類」を順にＡ４判縦フラットファイルに綴

じてください。留め具及び色に指定はありません。 

・表紙に「年度・建設コンサルタント等業務入札参加資

格審査申請書、商号又は名称」を記載してください。 

・背表紙に「商号又は名称」を記載してください。 

ウ 提出先 

「９ 問い合わせ先」に持参又は郵送で提出してください。 

 

⑶ オンライン申請の場合 

ア 申請書の取得方法 

柏崎市ホームページからダウンロードしてください。 

イ 提出方法 

・柏崎市ホームページのリンク先から入力フォームにて登録を行い、申請を行っ

てください。 

・申請フォームは添付可能件数に限りがありますので、必要に応じ複数ファイル

をＺＩＰ形式で圧縮したものを添付してください。 

  

令和○・○年度 

建設コンサルタント等業務

入札参加資格審査申請書 

 

 

 

商号又は名称 

商
号
又
は
名
称 
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６ 委任状を提出する際の留意事項 

 

委任状を提出する場合は、次の事項に留意のうえ提出してください。なお、委任状の

様式は、任意です。 

⑴ 委任をする方は、本人（法人の場合は代表者。以下同じ。）であること。 

⑵ 委任を受ける方は、主たる営業所に代わって柏崎市との建設コンサルタント等業

務の委託契約について、すべての責任を負う営業所の代表者であること。 

⑶ 委任する内容に、参加資格の有効期限を通じて、柏崎市が発注する建設コンサル

タント等業務に係る本人の入札、見積、代金請求その他契約に関する行為のすべて

が含まれていること。 

⑷ 委任状の提出先（あて名）は、「柏崎市長 ○○ ○○」であること。 

 

 

７ 参加資格の追加申請 

 

参加資格の追加申請（業種追加）をする場合は、以下の書類を提出してください。 

この時、「入札参加希望業種（部門）一覧」【第１号様式別紙１】の欄には、追加申請

する業種のみを記入し、「入札参加希望業種（部門）実績」【第１号様式別紙２】には、

追加申請する業種の属する業務に係る欄のみを使用してください。 

 提出書類 

② 建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書（兼入力票）【第１号様式】 

③ 入札参加希望業種（部門）一覧（兼入力票）【第１号様式別紙１】 

④ 入札参加希望業種（部門）実績（兼入力票）【第１号様式別紙２】 

⑥ 技術職員調書（兼入力票）【第３号様式】 

⑦ 技術職員経歴書 

⑬ 登録を受けていることを証する書面（登録証明書・現況報告書） 

⑭ 営業実績があることを証する書面 

 

 なお、既に建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの各業種（部門）の

入札参加資格を有する方が、各登録規程等に基づく登録部門の追加、抹消があった場合

は、変更等届出書【第６号様式】を提出してください。（「８ 申請内容に変更等があった

場合」参照） 
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８ 申請内容に変更等があった場合 

 

⑴ 申請書を提出した後に次に掲げる事項に変更があった場合は、変更等届出書【第

６号様式】に必要な書類を添えて、提出してください。 

 

 変更事項 添付書類 

① 商号又は名称 
法人の登記事項証明書又はその写し 

（登記している者に限る。以下同じ。） 

② 
営業所の名称、所在地（郵便番号）、

電話番号又はＥメールアドレス 

所在地の変更の場合は、法人の登記事項証明書 

又はその写し 

③ 法人の代表者（又はその氏名） 法人の登記事項証明書又はその写し 

④ 代理人（又はその氏名） 委任状 

 

⑤ 

 

既に入札参加資格を得ている業種に

係る登録 

（建設コンサルタント登録規程、地

質調査業者登録規程、又は補償コン

サルタント登録規程に基づく各登録

資格の取得又は抹消があった場合を

いいます。） 

ア 実績による入札参加資格を得ていた業種

で、新たに登録規程に基づく登録をした場合 

 ・登録証明書の写し 

イ 登録規程に基づく登録によって入札参加資

格を得ていた業種で、その登録を抹消された

が、当該業種の実績により参加資格の継続を

希望する場合 

 ・当該業種の実績があることを証する書類 

  （契約書の写し等） 

※当該業種の参加資格を希望しない場合、又は

当該業種の実績がない場合は、当該業種につ

いて廃業等届出書【第７号様式】を提出してく

ださい。 

 

⑥ 

 

営業所の新設又は廃止 
・新設の場合は、新たな代理人に対する「委任状」

及び「営業所（主たる営業所を除く）一覧表【第

2 号様式】」に該当営業所について記載したもの 

・廃止の場合は、添付書類は不要です。 

 

⑵ 申請書を提出した後に申請者が死亡、合併等により解散又は事業の譲渡、会社の

分割等を行ったときは、次のとおりとなります。 

ア 参加資格が認定される前の場合 

資格審査の申請は、無効となります。 

イ 参加資格が認定された後の場合 

(ｱ) 参加資格の継続を希望する場合 

建設コンサルタント等業務入札参加資格承継申請書【第５号様式】を提出

してください。審査の上適当と認められれば、参加資格が認められます。 

(ｲ) 参加資格の継続を希望しない場合 

廃業届等届出書【第７号様式】を提出してください。  
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９ 問い合わせ先 

 

〒945-8511 新潟県柏崎市日石町 2 番 1 号 

柏崎市財務部契約検査課契約係（柏崎市役所 4 階） 

ＴＥＬ：代表 0257-23-5111（内線 4801､4802､4803） 

 直通 0257-21-2313 

ＦＡＸ：0257-23-5116 

e-mail：kensa@city.kashiwazaki.lg.jp 
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２ 記 入 例 
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